
対象事業

補 助 額

そ の 他
申請期限
申請・問合先

市民または当市出身者５人以上で構成され
る民間団体が主催し、市内において、発表、
公開する美術展覧会
補助対象経費から入場料を差し引いた額の
２分の１以内
※下限15,000 円、上限 50,000 円
希望される団体は事前にご相談ください。
９月30日（土）
文化振興課 文化行政係 ☎552-1511

美術展覧会 支援事業補助金

内 容

応募資格

申込方法

申込・問合先

当市の暮らし等の情報発信、移住希望者か
らの問合せに対する助言、移住後のサポー
トを行うボランティアを募集します。
・市内に住所を有する方
・移住希望者へ向け、ＳＮＳを活用して情
報発信できる方

市ホームページ、企画定住課で配布の申込
書をご提出ください。
企画定住課 地域振興係 ☎552-1511
　 kikaku@city.itoigawa.lg.jp

移住サポーター 募集

内 容

対 象
対象事業

補 助 額

そ の 他

申請・問合先

結婚を希望する独身男女の出会いの場とな
るイベント等を開催する団体等に対し、開
催経費の一部を助成します。
市内に住所を有する方
①結婚を希望する独身男女の出会いの場を
提供するイベント など
②独身男女の親族を対象に実施する出会い
を支援するセミナー など

・市内で実施する場合 :上限額 10万円
・市外で実施する場合 :上限額 20万円
※①は全体経費の３分の２まで
詳細は、市ホームページをご
確認ください。
企画定住課 企画政策係 
☎552-1511

出会いイベント開催支援

対 象

登 録 料

助 成 額
申 込 先

問 合 先

新潟県婚活マッチングシステム
ハートマッチにいがた 入会支援

次の全てに該当する方
・県が導入した「ハートマッチ
にいがた」に入会希望の方

・20歳以上の方
・市内に１年以上住民登録をしている方
・市税の滞納がない方
29歳以下の方9,000円（２年間）
30歳以上の方11,000 円（２年間）
初回登録料の２分の１
にいがた出会いサポートセンター
☎025-384-4151（火、金、第１・３木曜定休）
企画定住課 企画政策係 ☎552-1511

内 容

応募資格

申込方法

そ の 他

申込・問合先

結婚を希望する独身男女やその親族からの
相談に応じ、結婚に至るまでの支援を行う
ボランティアを募集します。
・市内在住または市内に勤務している方
・独身男女の情報を有し、円滑に縁結び活
動に取り組むことができる方

市ホームページ、企画定住課で
配布の申込書をご提出ください。
支援した独身男女が成婚され
た場合は、謝礼をお支払いし
ます。
企画定住課 企画政策係 ☎552-1511

縁結びコーディネーター 募集

申請方法

申請期限
申請・問合先

にいがた緑の百年物語緑化推
進委員会ホームページ（２次
元コード）で配布の申請書を
ご提出ください。
８月18日（金）
にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
糸魚川支部（農林水産課 林業水産係）
☎552-1511

植樹・育樹事業の助成

苗木資材等経費を補助
事業内容、面積により10分の10以内
※上限額10万～ 30万円

記念植樹事業

森づくり事業

植樹用苗木を提供
※苗木は９月下旬以降に提供
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